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Ⅰ 食物アレルギー対応の基本的な考え方

１　食物アレルギー対応の基本
　アナフィラキシーを起こす可能性のある児童生徒※１を含め、食物アレルギーを有する児童生徒が他の児童生徒

と同じように学校生活を安心して過ごすためには、各学校の状況に応じ、食物アレルギーを有する児童生徒の視

点に立って対応することが重要です。

　このため、教育委員会や学校においては、以下に示したアレルギー対応の三つの段階や対応の視点等を踏ま

え、学校給食等における食物アレルギーの対応を進める必要があります。

三つの段階 対応の視点及び内容

情報の把握・共有 「ガイドライン」の徹底

研　修　の　充　実

給　食　提　供

環　境　整　備

緊　急　時　対　応

本書との関連

本書との関連

本書との関連

本書との関連

Ⅰ−２．３

Ⅱ−２．Ⅲ−２

Ⅲ−１

Ⅰ－４、Ⅱ－１

事　故　予　防

緊　急　時　対　応

　児童生徒の状態について、医師の診断を
踏まえて正確に把握すること、事故につなが
るリスクについての情報を収集することなど、
日常からの情報把握が重要である。正確な
情報の共有が、食物アレルギーの児童生徒
を守るとともに、教職員の不安や負担の軽減
につながる。

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組み
ガイドライン（公益財団法人 日本学校保健
会発行）」や「学校生活管理指導表」（Ｐ34
～35参照）に基づく対応

・「ガイドライン」の周知とその徹底のための
措置

・教職員に対する研修の充実
・役割に応じた研修会の実施や研修時間の
確保

・アレルギー対応を踏まえた献立作成の配慮
・給食の各段階におけるチェック機能の強化　
と継続的に改善する取組

・医療関係者、消防機関等の幅広い関係者に
よる共通認識に基づく対応

・関係者、関係機関による連携体制の構築

・積極的なアドレナリン自己注射薬（エピペ
ン®）の使用を促すための取組

・学校の状況に応じた危機管理マニュアルの　
整備

　事故予防の観点で、給食の各段階におけ
る工程をチェックし、事故リスクを評価し、更
なる予防策を検討するなどの対応が求めら
れる。

　事故予防をしていても、事故は起きうるも
のという考え方を共有し、緊急時には特定の
教職員だけではなく誰もがアドレナリン自己
注射薬（エピペン®）の使用を含めた対応が
できるように、日頃からの学校全体での取組
が必要である。

本書との関連 Ⅳ

※１　特別支援学校の幼稚部を含む。
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２　食物アレルギー、アナフィラキシーに対する理解
　学校がアレルギー疾患への取組を進める際には、個々のアレルギー疾患の特徴を踏まえることが重要です。特

に、食物アレルギー、アナフィラキシーの症状は急速に悪化する場合があるため、正しい理解に基づき、日頃から

緊急時の対応への準備を行う必要があります。

（１） 食物アレルギーとは
　一般的には特定の食物を摂取することにより、皮膚・呼吸器・消化器あるいは全身性に生じるアレルギー反応の

ことをいいます。

　食物アレルギーの有病率は、いずれの校種においても10年前と比較して、約２倍に増加しており、全国平均を

大きく上回っています。

　原因食物は多岐にわたり、学童期では鶏卵、乳製品だけで全体の約半数を占めていますが、実際に学校給食

で起きた食物アレルギー発症事例の原因食品は甲殻類（えび、かに）や果物類（特にキウイフルーツ）が多くなっ

ています。

　症状は多岐にわたり、じんましんのような軽い症状からアナフィラキシーショックのような命にかかわる重い症状

まで様々です。特に、食物アレルギーの約10％がアナフィラキシーショックにまで進むため、注意する必要があり

ます。

　「原因となる食物を摂取しないこと」が唯一の治療（予防）法であり、万が一症状が出現した場合には、速やか

に適切な対処を行うことが重要となります。じんましんなどの軽い症状に対しては抗ヒスタミン薬の内服や経過観

察により回復することもありますが、ぜん鳴（ゼーゼー、ヒューヒュー）・呼吸困難・おう吐・ショックなどの中等度か

ら重症の症状には、アナフィラキシーに準じた対処が必要です（P3（２）アナフィラキシーとは」を参照）。

（「平成25年度学校生活における健康管理に関する調査報告書」 平成26年４月 公益財団法人日本学校保健会）

北海道の状況

② 原　因

③ 症　状

④ 治　療
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（２） アナフィラキシーとは
　アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛やおう吐などの消化器症状、ぜん鳴（ゼーゼー、

ヒューヒュー）、呼吸困難などの呼吸器症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーといいま

す。特に、血圧が低下して意識の低下や脱力をきたすような場合をアナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応し

ないと生命にかかわる重篤な状態を意味します。

　アナフィラキシーの既往を有する児童生徒は、10年前と比較すると、小学校で約５倍、中学校で約２倍に増加

しており、小・中学校で全国平均を上回っています。

　児童生徒に起きるアナフィラキシーの原因のほとんどは食物ですが、それ以外にも昆虫刺傷、医薬品、ラテッ

クス（天然ゴム）などが原因となり、まれに運動だけでも起きることもあります。

　皮膚が赤くなったり、息苦しくなったり、激しいおう吐などの症状が複数同時に、かつ急激に見られます。

　血圧が下がり意識の低下が見られるなどのアナフィラキシーショックの状態になると、迅速に対応しなければ

命にかかわることがあるので注意する必要があります。

　具体的な治療は重症度によって異なりますが、意識の障害などが見られる重症の場合には、適切な場所に足

を頭より高く上げた体位で寝かせ、おう吐に備えて、顔を横向きにします。

　その後、意識状態や呼吸、心拍の状態、皮膚色の状態を確認しながら必要に応じて一次救命措置※２を行い、

直ちに医療機関へ搬送します。

　アドレナリン自己注射薬である「エピペン®」（以下「エピペン®」という。）を携行している場合には、早期に注射す

ることが効果的です。

　アナフィラキシー症状は急激に進行することが多く、最低１時間、理想的には４時間以上経過を観察する必要

があり、その際には片時も目を離さず、改善している状態を確認します。
※２　心肺蘇生法とＡＥＤの使用によって、心臓の動きを取り戻すこと。

（「平成25年度学校生活における健康管理に関する調査報告書」 平成26年４月 公益財団法人日本学校保健会）

北海道の状況

② 原　因

③ 症　状

④ 治　療
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（３） 食物アレルギーの病型
　児童生徒に見られる食物アレルギーは、大きく３つの病型に分類されます。食物アレルギーの病型を知ることに

より、万が一の時に、どのような症状を示すかをある程度予測することが可能となります。

　原因食品を食べて２時間以内に症状が出現し、その症状はじんましんのような軽い症状から、生命の危険も伴

うアナフィラキシーショックに進行するものまで様々であり、食物アレルギーの児童生徒のほとんどは、即時型に

分類されます。

　果物や野菜、木の実類に対するアレルギーに多い病型で、食後５分以内に口腔内（口の中）の症状（のどの

かゆみ、ヒリヒリする、イガイガする、腫れぼったいなど）が出現します。多くは、局所の症状だけで回復しますが、

５％程度が全身的な症状に進むことがあるため、注意する必要があります。

　多くの場合、原因となる食品を摂取して２時間以内に一定量の運動（昼休みの遊び、体育や部活動など、児童

生徒によって様々）をすることによりアナフィラキシー症状を起こします。原因食品としては小麦、甲殻類が多く、こ

のような症状を経験する頻度は低いものの、発症した場合には、じんましんからはじまり、高頻度で呼吸困難や

ショック症状のような重篤な症状に至るものもあり、注意する必要があります。原因食品の摂取と運動の組合せ

で発症するため、食べただけ、運動しただけでは症状は起きないことから、同じ症状を繰り返しても、この疾患で

あると診断されていない例も報告されています。

① 即時型

② 口腔アレルギー症候群

③ 食物依存性運動誘発アナフィラキシー

Ⅰ
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
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応
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３　食物アレルギーを有する児童生徒への対応
　アレルギー疾患を有する児童生徒に対する取組を進めるためには、個々の児童生徒の症状等の特徴を正しく

把握することが重要です。特に、生命に関わるような事故を防ぐために、学校は学校生活管理指導表の提出を必

須にするという前提のもと、保護者と情報を共有し、適切に対応する必要があります。

（１） 児童生徒への対応
　食物アレルギーを有する児童生徒が安心して学校生活を送るためには、保健調査等により状況を把握し、教職

員間で情報を共有するとともに、保護者や児童生徒本人と随時相談できる体制を整備して、日常的な健康観察・

指導を行う必要があります。

　特に、児童生徒にアナフィラキシーのような重篤な症状が想定され、保護者が学校における特別な配慮や管理

を希望する場合には、主治医等の診断に基づき作成される学校生活管理指導表（以下「管理指導表」という。）を

用いて、保護者と学校が実際の取組に必要なアレルギー疾患に関する情報を的確に把握する必要があります。

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を用いた対応の流れ

①学校・教育委員会は、保健調査や健康
診断等により、アレルギー疾患を有する
児童生徒を把握する。

②学校は、保護者や児童生徒本人と個別
に面談等を行い、保護者の要望を聞き、
学校における配慮や管理の必要の有無
を確認する。

③学校は、保護者
に管理指導表
を渡し、医療機
関への受診を
求める。

❸教職員間で情報を
共有するとともに
保護者との相談体
制を構築し、児童
生徒本人に対する
日常的な健康観
察・指導を行う。

④学校における配慮や管理が必要とされ
る場合、保護者は、主治医・学校医に
管理指導表を記載してもらい、学校に
提出する。

配慮や管理が必要
ない場合は、❸へ

⑤学校は、管理指導表に基づ
き、保護者と協議し取組を実
施する。

※学校給食における対応については、
　P12参照

⑥学校は、提出された管理指導表を、緊
急時に教職員誰もが閲覧できる状態
で一括して管理するとともに、個人情
報の取り扱いに留意する。

医師の指示に基づく
保護者と学校の共通理解の得られた
取組の推進

配慮等の
希望なし

配慮等の
希望あり
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（２） 管理指導表に係る保護者等への依頼・確認事項
　管理指導表が円滑に活用されるためには、保護者や児童生徒本人に、その作成方法などを正しく理解しても

らうことが大切です。このため、学校は保護者に対して、以下の点について確実に伝える必要があります。

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）を用いた対応

１  重篤な症状が想定される場合の例

２  管理指導表を用いて学校における対応を行う場合の例

●保護者が、学校における配慮や管理を希望する場合に提出すること。

●ぜん息と食物アレルギーなど複数のアレルギー疾患を有する場合には、必要に応じてそれぞれの担当医師に記

載してもらい、提出すること。

●管理指導表は症状等に変化がない場合であっても、配慮や管理が必要な間は、毎年提出すること。症状・治療

内容や学校生活上の配慮事項などの指示が変化しうる場合には、向こう１年間を通じて考えられる内容を医師

に記載してもらうこと。

●提出された管理指導表の内容は、教職員全員で共有し、学校全体で万全を期すこと。

●管理指導表は、個人情報の取扱いに留意するとともに、緊急時に教職員誰もが閲覧できる状態で一括して管

理すること。

●管理指導表を主治医に記載してもらう場合には、文書料が必要な場合があること。（医療機関により料金は異

なる。）

① 提出について

② 記載について

③ その他

●かに、小麦、そばなど特定原材料（Ｐ47参照）として定められている食品を原因とした食物アレルギーの既往がある場合
●アナフィラキシーの既往があり、医療機関から「エピペン®」等の治療薬の処方を受けている場合
●ぜん息と食物アレルギーなど複数のアレルギー疾患を有し、体育や部活動、宿泊を伴う校外活動において制限等

があり、「内服薬等」の処方を受けている場合　など

●上記1の重篤な症状が想定され、保護者が学校における特別な配慮や管理を希望している場合
●当初は、保護者が学校での対応を希望していなかったが、保健調査等から、学校生活で重篤な症状が想定される

ことを面談等により保護者が理解し、学校における配慮や管理を希望した場合など

◉学校給食における対応の留意点◉
　保護者の求めるままに実状に合わない無理な対応を行うことは、かえって事故を招く危険性をはらんでいます。学
校給食のアレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に基づいて行うものであり、保護者の希望に沿ってのみ
行うものではありません。家庭での対応以上の対応を行う必要はないといえます。
（出典：学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン 平成20年３月 公益財団法人日本学校保健会）

※学校から繰り返し依頼を行っても管理指導表の提出が得られない場合には、保護者と十分に協議・相談の上、学
校給食に代えて弁当を持参する対応など、児童生徒の安全性を最優先に考えた対応を行う必要があります。
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４　校内及び関係機関との連携体制づくり
　学校におけるアレルギー対応に当たっては、いつ、どのような状況で緊急の対応を要する事態が発生するかを

完全に予測することはできないことから、教職員全員が児童生徒の個々の情報を共有し、緊急時の対応に備える

ための校内体制を整備することが大切です。

　このため、校長、学級担任、養護教諭、栄養教諭などから構成されるアレルギー対応に関する校内委員会を設

置し、医療機関、消防機関等との連携体制を構築するとともに、健康管理や対応についての検討や個別の「取組

プラン」の作成等を行うことが必要です。

　なお、当該委員会は、既存の委員会や組織に代替することもできます。

○○小学校における校内及び関係機関との連携体制づくり（例）

校内連携

地域連携

教育委員会

校長等管理職

校内アレルギー対応委員会

学校医

学年主任、保健主事、学級担任、給食・食育の担当者

栄養教諭等養護教諭
医療・病院
医師

緊急対応
医療機関

連携
連携

報告
指導・助言

児童生徒
保護者

診断
治療

消防機関 地域の学校

給食室（共同調理場）
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●アレルギー疾患を有する児童生徒の健康管理や対応について検討する。

●個別の「取組プラン」を作成する。

●症状の重い児童生徒に対する支援の重点化を図る。

●校内外の支援体制や救急体制を整備するとともに、緊急時の対応を行った場合には、事後の検証・改善を行う。

●教職員全員の共通理解を図る。

●校内研修を計画し、実施する。

●取組を評価・検討し、個別の「取組プラン」の改善を行う。

●校長、副校長、教頭、学校医、保健主事（保健部長）・保健の担当者、学年主任、学級担任、養護教諭、栄養

教諭・学校栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）、給食・食育の担当者、共同調理場長（共同調理場方式の場

合）等

※部活動顧問は、担当する部活動にアレルギー疾患を有する児童生徒が所属している場合に構成員となること

が望ましい。

※必要に応じて、主治医、専門医に意見を聞くことのできる体制を整えておくことが大切である。

●年度の初めに開催する。食物アレルギーを有するため、給食等の対応が必要な場合には、入学前に開催する。

●アレルギー疾患を有する児童生徒が新たに判明し、緊急を要する場合には、その都度開催する。

●校外行事、宿泊を伴う行事の前など、状況に応じて開催する。

●配慮事項や健康管理に変更がない場合でも、適切に対応が行われているか定期的に開催する。

① アレルギー対応に関する校内委員会の役割について

② 構成（例）について

③ 委員会の開催について
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【校長・副校長・教頭】

●校長のリーダーシップの下、アレルギー疾患を有する児童生徒に対応するための組織が有効に機能するよう、

校内外の体制を整備し、関係機関との連携を図る。

●個別の「取組プラン」の最終決定及び教職員への共通理解を図る。

●保護者との面談の際、基本的な考え方を説明する。

【学校医】

●医学的な知見から学校を支援し、学校と地域の医療機関とのつなぎ役になる。

●健康診断等からアレルギー疾患を有する児童生徒の発見に努める。

●専門的な立場から健康相談や保健指導を行う。

●アレルギーに関する研修会での講義や指導助言等を行う。

【学年主任・保健主事（保健部長）・保健の担当者】

●アレルギー疾患を有する児童生徒に対し、組織的に対応するための連絡調整を行うとともに、その児童生徒の

活動と学校全体との活動の調整や、関係機関との連携を図る。

●個別の「取組プラン」の作成に当たって、取りまとめや意見の調整を行う。

【学級担任等】

●養護教諭や栄養教諭等と連携し、個別の「取組プラン（案）」を作成する。

●保護者との面談等により、アレルギー疾患を有する児童生徒の情報を的確に把握する。

●アレルギー疾患を有する児童生徒が安全、安心な学校生活を送ることができるよう配慮する。

●日常の健康観察から異常の早期発見・早期対応に努める。

●養護教諭や栄養教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談を行う。

【養護教諭】

●学級担任等や栄養教諭等と連携し、個別の「取組プラン（案）」を作成する。

●保護者との面談等により、アレルギー疾患を有する児童生徒等の情報を的確に把握する。

●学級担任等、栄養教諭等と連携し、本人や周りの児童生徒への保健指導や健康相談、保健管理を行う。

●主治医、学校医、医療機関と連携する際の中核的な役割を果たす。

●学級担任等と連携し、異常の早期発見、早期対応に努める。

●アレルギー疾患に関する医学的な情報を教職員等に提供する。

【栄養教諭等】

●学級担任等や養護教諭と連携し、個別の「取組プラン（案）」を作成する。

●保護者との面談等により、アレルギー疾患を有する児童生徒等の情報を的確に把握する。

●校内アレルギー対応委員会で決定した内容について、調理員と共通理解を図る。

【給食・食育の担当者】

●食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、教職員への共通理解を図る。

●学級担任や養護教諭、栄養教諭等と連携し、本人への食に関する指導や周りの児童生徒への指導を行う。

●調理員との連絡調整（栄養教諭等未配置校）、共同調理場との連絡調整（共同調理場の受配校）を行う。

【共同調理場長】

●受配校との連絡調整を行う。

●校内アレルギー対応委員会で決定した内容について、共同調理場職員と共通理解を図る。

④ 委員会における教職員等の役割（例）
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Ⅱ 市町村教育委員会における対応

１　学校におけるアレルギー対応についての方向性の明示
　学校の設置者である市町村教育委員会においては、学校におけるアレルギー対応についての方向性を明示し、

域内の関係者が共通認識をもって対応に当たることができるようにする必要があります。

（１） 教育委員会におけるガイドラインの共通理解等
　教育委員会は、「学校における食物アレルギー対応は、学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン

（以下「ガイドライン」という。）や管理指導表を活用しながら、関係者が共通認識を持って対応に当たることが重

要である」ことについて、教育委員会内の共通理解を図り、活用を促進する必要があります。

（２）具体的なアレルギー対応についての指針の明示等
　教育委員会は、学校関係者、医療関係者、消防機関等の関係者と定期的に協議の場を設け、市町村の学校

の調理場等の施設設備や人員配置、アレルギー疾患を有する児童生徒の情報、緊急時の搬送先などを関係者

間で共有しながら、学校給食における対応方法など具体的なアレルギー対応について一定の指針を示す必要が

あります。

教育委員会内のガイドラインの共通理解と活用の促進

※関係機関との連携体制については、Ｐ7を参照

市
町
村
教
育
委
員
会

具
体
的
な
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
に
つ
い
て
の一定
の

指
針
の
明
示

共  

有

定期的な協議の場

学校関係者

消防機関 医療関係者

※必要に応じ保健関係部局等の関係者を加える。

●学校の調理場等の施設設備や人員配置
●アレルギー疾患を有する児童生徒の情報
●緊急時の搬送先など
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２　アレルギー対応の研修会の充実
　アレルギー対応の充実に当たっては研修会の継続的な実施が有効であり、職種に関わらず、全教職員が各自

の立場に応じたアレルギー対応について学ぶ機会を提供する必要があります。

３　アレルギー対応の充実
　アレルギー対応の充実のため、「Ⅲ学校における対応」等に基づき、原因食品を除去した献立の作成や、誤調

理・誤配防止など、効果的な給食管理や、施設・設備・人員等の調理場の整備、さらには、栄養教諭の配置拡大の

方策等について検討する必要があります。

域内の全教職員がアレルギー対応について学ぶ機会の提供

①各学校の代表者（校内研修講師）を集めての研修会の開
催

②既存の夏季・冬季休業中の教職員研修におけるアレルギー
対応講座の開設

③管理職研修や危機管理研修等におけるアレルギー対応に
関する内容の位置付け

④講師派遣など学校単位での校内研修の促進
⑤全道規模、管内規模の研修会への参加促進　　など

①医療機関や消防機関との積極的な連携（一定の質の確保・向上）
②年間の研修計画への位置付け（継続的な取組）
③幅広い職種への参加機会の確保（全教職員）

ポイント

機会の提供の例
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Ⅲ 学校における対応

１　学校給食における対応
　学校給食においては、食物アレルギーを有する児童生徒が他の児童生徒と同じように給食を楽しめることを目

指すことが重要です。このため、学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないことを前提として、各学校、

調理場の能力や施設設備に応じて食物アレルギーを有する児童生徒の視点に立ったアレルギー対応食の提供を

行う必要があります。

（１） 学校給食における対応の流れ
　学校給食における対応は、次に示す具体的な手順に沿って、保護者、主治医、教職員等関係者の共通理解の

もと、進めていく必要があります。

学校給食における対応の流れ（例）

①食物アレルギーを有する児童生徒の把握

②保護者や児童生徒本人との個別面談

保護者が
配慮等を
希望しない

保護者が
配慮等を
希望する

❸情報の共有・日
常指導

③保護者へ「管理指
導表」の配付及び
医療機関への受診
を指示

④保護者との個別面談

⑤「取組プラン」（案）の作成

⑧｢取組プラン｣の周知・徹底

⑨保護者に「対応食予定表」の配付

⑩対応開始

⑪評価・見直し・個別指導

⑥「アレルギー対応に関する校内
委員会」による「取組プラン」の
検討・決定

⑦保護者や児童生徒本人との個
別面談

・「食物アレルギーに関する調査」（P36参
照）の実施、保健調査の活用など。

・面談票（P37～38参照）に基づき、保護者
の要望を聞き、学校における配慮や管理
の必要の有無を確認する。

・情報を共有し、特別な配慮を行わない場合
も、日常的な健康観察・指導を実施する。
・保護者が配慮や管理を希望する場合は、
管理指導表を渡し、医療機関への受診を
求める。
・保護者が入学予定校（在籍校）に提出する。

・面談票と管理指導表をもとに対象の児童
生徒の情報を詳細に得る。
・申請内容を正しく把握する。

・面談内容、提出書類をもとに、学校での対
応について検討し、「取組プラン」（P39～
40参照）を作成する。

・「アレルギー対応に関する校内委員会」で、
面談結果等から学校での対応について検
討する。

・保護者や児童生徒本人へ対応内容、提供
までの流れについて説明する。

・職員会議等で全教職員で共通理解を図る。

・詳細な献立表、「対応食予定表」（P41参
照）を配付し、確認したものを回収する。

・誤配、誤食に配慮する。

・「アレルギー対応に関する校内委員会」で
対応状況の評価と見直しを行う。

共
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ア　入学時

【小学校】

●就学時健康診断（11月～12月）、入学説明会（2月）等の機会に、入学予定者の保護者に対し、食物アレル

ギーに関する調査（P36参照）または保健調査により、食物アレルギーを有する児童の把握を行う。

●保護者の了解のもと、出身幼稚園や保育所からの引き継ぎを行う。

【中学校】

●入学説明会（2月）等の機会に、入学予定者の保護者に対し、食物アレルギーに関する調査または保健調査に

より、食物アレルギーを有する生徒の把握を行う。

●保護者の了解のもと、小学校からの引き継ぎを行う。

【高等学校】

●入学予定者の保護者に対し、食物アレルギーに関する調査または保健調査により、食物アレルギーを有する生

徒の把握を行う。

●保護者の了解のもと、中学校からの情報提供を求める。

【特別支援学校】

●入学前までに実施する教育相談の機会に、入学予定者の保護者に対し、食物アレルギーに関する調査または

保健調査により、食物アレルギーを有する児童生徒の把握を行う。

●保護者の了解のもと、前籍の学部または学校からの引き継ぎを行う。

イ　進級時

●前年度末までに、食物アレルギーに関する調査、保健調査、健康相談等により、食物アレルギーを有する児童

生徒の把握を行う。

●次年度学級担任への正確な引き継ぎを行う。

ウ　転学・編入学時

●転学・編入学の手続きの時に食物アレルギーに関する調査、保健調査、健康相談等により、食物アレルギーを

有する児童生徒の把握を行う。

●保護者の了解のもと、転出した学校からの引き継ぎを行う。

エ　新規発症（診断時）

新たにアレルギーを発症した際には、保護者から医師の診断に基づいた報告を随時受け、把握を行う。

　個別面談のねらいは、対象の児童生徒と保護者の情報を詳細に得ること、申請内容を正しく把握すること、そ

して保護者や児童生徒本人に学校給食の提供までの流れや学校及び調理場の現状を理解してもらうことです。

ア　面談者（例）： 栄養教諭等、養護教諭、学級担任、管理職

イ　面談内容（例）

　　就学時健康診断、入学説明会等の機会に、面談者は面談票を用いて、事前に得ている情報の不足分を詳細

に聴取する。

① 食物アレルギーを有する児童生徒の把握

② 保護者や児童生徒本人との個別面談
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　面談票、管理指導表に基づき、対象の児童生徒の情報を詳細に得るため、次の事項に沿って面談を行い、申

請内容を正しく把握します。

ア　面談者（例）： 栄養教諭等、養護教諭、学級担任、管理職

イ　面談内容（例）

　面談票に基づき行う。

●アレルギーの原因食品、症状、家庭での対応等の状況を把握する。

●具体的な連絡先や連絡方法を確認する。

●アレルギー疾患や緊急時処方薬等に対する児童生徒の理解度を確認する。

●学校生活の様々な場面での具体的な状況を想定し、対応を確認する。学校で「対応できる内容」「対応できな

い内容」について、正確に伝え、保護者の理解と協力を得る。周りの児童生徒への指導事項を確認する。

●P29を参考に、緊急時処方薬に関する学校での対応について理解と協力を得る。「エピペン®」を処方されてい

る児童生徒については、保護者の同意を得た上で、管轄する消防署に情報を提供する。

●学校給食の対応について、保護者の理解と協力を得る。

　栄養教諭等は学級担任、養護教諭等と連携し、管理指導表、面談内容、提出書類をもとに、学校での対応に

ついて検討し、「取組プラン」（案）を作成します。

　保護者や児童生徒本人へ対応内容、提供までの流れについて説明します。

ア　面談者（例）： 栄養教諭等、養護教諭、学級担任、管理職

イ　面談内容（例）

　「取組プラン」の内容を保護者や児童生徒本人とともに確認する。

　「食物アレルギーに関する校内委員会」において、「取組プラン」、その他の資料に基づき、対象となる児童生

徒の対応を検討・決定します。なお、この検討に際しては、主治医等との連携が大切です。（P7～9参照）

ア　保護者が配慮等を希望しない場合

　　食物アレルギーを有する児童生徒の情報を整理し、全教職員でその情報を共有して、日常指導の中で相談

体制を整え、経過観察や日常的な指導を行う。

イ　保護者が配慮等を希望する場合

　　食物アレルギーによりアナフィラキシーなど重篤な症状が想定され、保護者が学校給食の対応や特別の配

慮を希望している場合は、調理場が可能な対応を説明した上で管理指導表を配付し、提出後詳しい面談を実

施することを伝える。（P35～36参照）

④ 保護者との個別面談

⑤ 「取組プラン」（案）の作成

⑦ 保護者や児童生徒本人との個別面談

⑥ 「アレルギー対応に関する校内委員会」による「取組プラン」の検討・決定

③ 情報の共有・日常指導／保護者へ「管理指導表」の配付及び医療機関への受診の指示

Ⅲ
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　校長は職員会議等で、「取組プラン」の内容を全教職員に周知徹底して、共通理解を図ります。特に栄養教諭

等、調理員に対応の徹底を指示します。

　栄養教諭は、決定した「取組プラン」に基づき、対応食の献立を作成して「対応食予定表」及び学校給食の原

材料を詳細に記入した献立表（以下「詳細な献立表」という。）を学級担任等を通して保護者に配付します。

　学級担任等は、保護者が対応食を確認して印を付した「対応食予定表」を回収し、栄養教諭等は校長、副校

長、教頭、保健主事、学年主任、養護教諭等に周知します。

　調理場及び学校において安全に学校給食を提供できる体制を最終確認して、対応を開始します。

　栄養教諭等は調理上の具体的な手順等を調理指示書に示して、作業工程表・作業動線図を確認しながら、原

因食品の混入や誤食のないように調理員に周知徹底を図ります。

　学級担任等は誤食等が起こらないように、対象児童生徒の管理や指導を行います。

　学級担任等は食物アレルギーを有する児童生徒が対応食を確実に食べたかを確認して、食べ残しの状況など

を栄養教諭等を通じて定期的に調理場にフィードバックします。また給食時には、栄養教諭等は可能な限り、対象

の児童生徒の学級を訪問して、実態把握や確認に努めます。

　栄養教諭等は日頃から保護者との連携を密にして、食物アレルギーを有する児童生徒の最新の状況を聴取し

たり、学校給食に対応する要望や評価を話し合ったりして、対応の充実に生かすことが大切です。また、保護者と

児童生徒に対する個別指導等を行い、食事についてのアドバイスや精神面のサポートを行います。

⑧ 「取組プラン」の周知・徹底

⑨ 保護者に「対応食予定表」の配付

⑩ 対応開始

⑪ 評価・見直し・個別指導
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（２） 段階的な対応の進め方
　食物アレルギーの対応としては、詳細な献立表対応【レベル１】、弁当対応【レベル２】、除去食対応【レベル３】、

代替食対応【レベル４】に大別されます。このうち【レベル３】と【レベル４】がアレルギー食対応といわれます。

　食物アレルギーの対応の際には、学校及び調理場の状況と食物アレルギーを有する児童生徒の実態（重症度

や除去品目数、人数など）を総合的に判断して、次の「段階的な対応の進め方（例）」を参考として現状で行うこと

のできる最良の対応を検討する必要があります。

「段階的な対応の進め方（例）」

① 詳細な献立表対応【レベル１】

●学校給食の原材料を詳細に記入した献立表を家庭に事前に配付し、それをもとに保護者や担任などの指示もしくは児
童生徒自身の判断で原因食品を除去しながら食べる対策である。

●すべての対応の基本であり、弁当対応、除去食対応、代替食対応でも詳細な献立表の提示は行う。

事前
準備

・食材納入業者にアレルギー食品に関する資料の提供を依頼する。 栄養教諭等

・資料をもとに詳細な献立表を毎月作成する。
※児童生徒が除去すべき原因食品がわかるようにする。
※記載もれ等がないように複数の関係者で確認する。

栄養教諭等

・保護者、教職員に配付する。 栄養教諭等

・詳細な献立表をもとに除去する食品を確認し、学校へ報告する。
※確認事項の情報を教職員で共有する。

保護者

当日 ・除去する食品の確認。 学級担任・本人

留意
事項

・最も誤食事故が起きやすい対応のため、特に学級担任は除去する食品と学校給食の内容を日々確認する。
・学級担任が不在の場合の対応を明確にしておく。
・学級担任は一緒に会食する他の児童生徒にも配慮する。

② 弁当対応（一部弁当対応又は完全弁当対応）【レベル２】

●一部弁当対応は、除去食や代替食の対応が困難な料理に対して、家庭から弁当（代替食）を持参させる。
●完全弁当対応は、全ての学校給食に対して弁当を持参させる。
●レベル３及び４であっても、場合によっては弁当対応をすることもある。

事前
準備

・詳細な献立表を保護者、教職員に配付する。 栄養教諭等

・事前に弁当で代用するものを保護者と協議する。 学級担任・栄養教諭等

・学校の実状に応じて、持参した弁当の安全で衛生的な管理方法を決める。
アレルギー対応に関する
校内委員会

当日
・弁当を給食時間まで安全で衛生的に管理する。
・一部弁当対応の場合は原因食品が入っている料理以外の学校給食を提供する。

学級担任・本人

留意
事項

・学級担任は学校給食の内容を把握し、誤食事故が起きないよう注意する。
・学級担任は本人が精神的負担を感じないように配慮する。（他の児童生徒の理解）
・学級担任は給食当番に食物アレルギーを有する児童生徒が食べられる学校給食と原因食品を接触させないよ
うに指導する。

Ⅲ
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③ 除去食対応【レベル３】

●原因食品を除いた学校給食を提供する。

事前
準備

除去食献立の検討
・通常給食を基本に除去食献立を作成する。
・対応食予定表及び詳細な献立表を作成し、保護者へ配付する。

栄養教諭等
栄養教諭等

除去食献立の決定
・対応食予定表を確認し、確認の印を付して、学校へ対応食予定表を提出する。
・共同調理場長と協議し、除去食献立を決定する。
除去食献立の周知
・除去食献立を保護者、学級担任等に周知する。

保護者
校長

栄養教諭等

調理作業確認・打合せ
・給食調理での対応内容を調理指示書に記載する。
・調理指示書に基づき、作業工程表及び作業動線図を作成する。
※原因食品の混入の恐れがある箇所をチェックする。
※担当者を明確にする
・的確に除去ができ、原因食品の混入が起こらないように、作業工程表及び作
業動線図を確認しながら調理員と綿密な打合せを行う。

・配食、配膳、配送についての点検や管理等、各作業の担当者との連携や調整
を確認する。

栄養教諭等
調理員

栄養教諭等、調理員

栄養教諭等

当日

調理・配食・検食
・原因食品の混入が起こらないように調理指示書、作業工程表及び作業動線図
に基づき調理する。

・除去食を個人容器※３に配食する。
・検食を行う。（共同調理場及び受配校） 
・対応食予定表に基づき、該当する児童生徒の学校給食の内容を確認するとと
もに、誤食事故がないように注意する。

調理員

調理員
校長、教頭、共同調理場長等
学級担任

留意
事項

・除去食の栄養素の不足について、家庭で補うよう保護者に伝える。

人的・
物理的
措置

人的措置
・担当する栄養教諭等、調理員を明確にする。
・対応人数や食品が多い場合には、食物アレルギーに対応する栄養教諭等や調理員を確保す
る。

作業ゾーン

・区画された調理場所が望ましいが、調理室の一角を専用スペースとしても良い。（対応者が少
なければ90×180㎝程度のスペースでも対応が可能。）
※区画された調理場所または専用スペースがない場合でも、原因食品を調理室に入れる前に
配食を完了できれば対応が可能。

機　　器
・専用のシンク、冷蔵庫、電子レンジ、加熱機器（IH、ガスコンロなど）、調理台、配膳台などを必
要に応じて用意する。

調理器具
・専用の鍋、フライパン、ボール、菜箸、汁杓子などを用意する。
※同日に複数の対応を行う場合には、原因食品毎に専用の器具を使用する。

そ の 他

・個人容器を使用する。
※学年・組・名前・除去内容を明記した個人容器を用意する。
※一般の食器・器具類と区別して保管する。
・共同調理場では、学校別に配送容器※４を用意し、学校ではそれを置く専用のスペースを確保する。

※３  個人ごとの対応食を入れる容器
※４  共同調理場から学校に個人容器を届けるための容器（保冷バッグや食器かご等）
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④ 代替食対応【レベル４】

●原因食品を除き、それに代わる食品を補い、栄養価を確保した学校給食を提供する。

事前
準備

代替食献立の検討
・通常給食を基本に代替食献立を作成する。
・対応食予定表及び詳細な献立表を作成し、保護者へ配付する。

栄養教諭等
栄養教諭等

代替食献立の決定
・対応食予定表を確認し、確認の印を付して、学校へ対応食予定表を提出する。
・共同調理場長と協議し、代替食献立を決定する。
代替食献立の周知
・代替食献立を、保護者・学級担任等に周知する。

保護者
校長

栄養教諭等

調理作業確認・打合せ
・給食調理での対応内容を調理指示書に記載する。
・調理指示書に基づき、作業工程表及び作業動線図を作成する。
※原因食品の混入の恐れがある箇所をチェックする。
※担当者を明確にする
・原因食品の混入が起こらないように、作業工程表及び作業動線図を確認しな
がら調理員と綿密な打合せを行う。

・配食、配膳、配送についての点検や管理等、各作業の担当者との連携や調整
を確認する。

栄養教諭等
調理員

栄養教諭等、調理員

栄養教諭等

当日

調理・配食・検食
・原因食品の混入が起こらないように、調理指示書、作業工程表及び作業動線
図に基づき調理する。

・代替食を個人容器に配食する。
・検食を行う。（共同調理場及び受配校） 
・対応食予定表に基づき、該当する児童生徒の学校給食の内容を確認するとと
もに、誤食事故がないように注意する。

調理員

校長、教頭、共同調理場長等
学級担任

留意
事項

・通常の学校給食とは全く別に調理作業ができるよう、作業分担や作業場所を十分考慮する。

人的・
物理的
措置

人的措置
・担当する栄養教諭等、調理員を明確にする。
・対応人数や食品が多い場合には、食物アレルギーに対応する栄養教諭等や調理員を確保す
る。

作業ゾーン
・原因食品が絶対に混入しないように区画する。
※区画された調理場所が望ましいが、調理室の一角を専用スペースとしても良い。（対応者が少
なければ90×180㎝程度のスペースでも対応が可能。）

機　　器
・専用のシンク、電子レンジ、加熱機器（IH、ガスコンロなど）、調理台、配膳台のほか、炊飯器、
パン焼き器、オーブンレンジ・フードプロセッサー・冷凍冷蔵庫が必要

調理器具
・専用の鍋、フライパン、ボール、菜箸、汁杓子、中心温度計、まな板、包丁、ざる、計量カップ、
計量スプーンなどが必要である。
※同日に複数の対応を行う場合には、原因食品毎に専用の器具を使用する。

そ の 他

・個人容器を使用する。
※学年・組・名前・代替内容を明記した個人容器を用意する。
※一般の食器・器具類と区別して保管する。
・共同調理場では、学校別に配送容器を用意し、学校ではそれを置く専用のスペースを確保する。
・作業ゾーンに加え、移動調理台、専用の消毒保管庫、洗浄スペース、配食スペースを確保する。

Ⅲ
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（３） 対応食提供の留意点
　各調理場においては、人員や施設、設備、作業区域などのそれぞれの条件に応じながら、事故のないアレル

ギー対応食を提供することが重要です。このため、献立作成、調理、配送、配膳など、各作業段階において以下

の事項を参考に、関係者の共通理解を十分に図る必要があります。

●同じ日に卵と牛乳のように複数の原因食品を使用しないように考慮する。

●原因食品を判別することができる形で提供する。

●原因食品を含まない献立を増やす。

●加工食品を使用する場合は、必ず原材料配合表を取り寄せ、使用食材の確認を行う。また、物資選定の際に

は、できる限り原因食品（卵、乳、小麦、落花生など特定原材料として消費者庁で定められた食品）を含まない

ものを選定するなどの配慮をする。

① 食物アレルギー対応を踏まえた献立内容の工夫

② 誤調理の防止

学校給食調理場（単独・共同） 担当者

事
　
　
前

・栄養教諭等が作成したアレルギー対応食の調理指示書を全員で確認する。
・アレルギー対応食を担当する調理員を指定する。
・原因食品や調理方法等を把握した上で作業工程表や作業動線図に基づき、食品
を置く位置や扱い方、配食方法などを全員で確認する。

・アレルギー対応食専用の器具類は色分けする等、区別しておく。

調理員
校長・共同調理場長
調理員

調理員

調
　
理
　
作
　
業
　
時

・アレルギー対応食毎に専用の調理器具を使用するとともに、調理員の手指、作業
着などを介した調理過程での原因食品の混入にも注意する。

・専用スペースで作業を行い、原因食品の混入を防ぐ。
・除去食はアレルギー専用調理室または専用スペースがない場合、原因食品を調理
室に入れる前に、アレルギー対応食の配食を完了させる。

・揚げ物は未使用の油を使い、最初にアレルギー対応食分を調理する。
・除去食は作業途中でアレルギー対応食分を取り分けて調理し、再加熱する場合も
中心温度を確認する。

・アレルギー対応食の指示書をもとに、誤調理がないか複数の調理員で確認し、アレ
ルギー対応食チェック表（P42～43参照）を記入する。（ダブルチェック）

・万が一、混入や取り忘れが起こった場合は、提供を中止する。

調理員

調理員
調理員

調理員
調理員

調理員

校長・共同調理場長
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●アレルギー対応食の保存食は通常給食と同様に、原材料、加工食品及び調理済食品を食品ごとに50ｇ程度ず

つビニール袋等清潔な容器に密封して入れ、専用冷凍庫に−20℃以下で２週間以上保存する。

●アレルギー対応食の検食は通常給食と同様に、学校給食調理場及び共同調理場の受配校において、あらかじ

め責任者を定めて児童生徒の摂食開始時間の30分前までに行い記録する。

④ 保存食・検食

③ 誤配の防止

単独調理場 共同調理場 担当者

調
　
　
　
　
理
　
　
　
　
場

・個人容器に対象児童生徒の学年・組・名
前・対応内容（除去や代替食品）を記載し
た個票を貼り、アレルギー対応食を配食
する。
　

アレルギー対応食の専用食器に盛
りつけて個票を貼り配食する。食器
または配膳盆は通常給食とは別の
色の物を用意し、アレルギー対応食
の専用とする。

・個人容器に対象児童生徒の学校名・学
年・組・名前・対応内容（除去や代替食品）
を記載した個票を貼りアレルギー対応食
を配食する。

・個人容器を専用の配送容器（保冷バッグ
や食器かご等）に入れる。

・受配校の配膳担当者に分かるようアレル
ギー対応食の有無を配送用コンテナに明
記する。

調理員

調理員

調理員

配
　
膳
　
室

・対象児童生徒の教室にアレルギー対
応食を確実に届け、アレルギー対応食
チェック表に記入する。

・配膳室の専用スペースにアレルギー対応
食を保管する。

・対象児童生徒の教室にアレルギー対応食
を確実に届け、アレルギー対応食チエッ
ク表に記入する。

配膳担当者

配膳担当者

教 

室
・アレルギー対応食を確認し対象児童生徒に渡す。
・自ら個人容器から料理を食器に移し替えて食べる。

学級担任等
対象児童生徒

たまご

○○小学校
4年2組  北海 花子

Ⅲ
学
校
に
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（４） 教室での対応の留意点
　対応内容について、保護者の理解を得るとともに、学級において他の児童生徒が対応を不審に思ったり、いじ

めのきっかけになったりしないように十分に配慮する必要があります。

除去食・代替食を提供 当該児童生徒が除去 弁当持参

給
　
　
食
　
　
準
　
　
備

●本人が個人容器を受け取り、アレル
ギー対応の料理を食器に移し配膳した
かを確認する。

●原因食品を含む料理が当該児童生徒
に付着しないよう座席等にも配慮す
る。

●誤配のないように指導する。
●原因食品を含む料理が当該児童生徒
の給食に付着しないように指導する。

●児童生徒の発達の段階に
より、必要に応じて学級
担任等の指導のもとに確
実に除去できるようにす
る。

●持参した弁当を安全で衛
生的に管理する。

●持参した弁当を食器に盛
りつける場合は必要な食
器を配るように指示す
る。

給
　
　
食
　
　
の
　
　
時
　
　
間

●当該児童生徒に除去食・代替食が確実
に配食されたかどうか確認する。

●除去して食べていることを
確認する。

●弁当を食べているか確認
する。

給
食
終
了
時

レベル４ レベル1 レベル2

学級担任等→食物アレルギーを有する児童生徒

学級担任等→他の児童生徒

学級担任等→食物アレルギーを有する児童生徒

学級担任等→他の児童生徒

●誤食があった場合には、食物アレルギーの緊急時対応マニュアルに沿って全職員で対応にあたる。
　（Ｐ26～32参照）

●学級担任等は、食物アレルギーを有する児童生徒の健康観察を行う。
●給食終了後から、昼休み又は放課後まで健康観察を行う。
●異常があった場合は、食物アレルギー緊急時対応マニュアルに沿って全職員で対応にあたる。
　（必要に応じて所持薬使用・救急車要請・保護者連絡等）

●食物アレルギーを有する児童生徒が給食当番をする場合には、原因食品を含む料理に触れないよう、
　配慮する。

●食事中は、接触や誤食に十分配慮する。
●当該児童生徒が原因食品を含む料理をおかわりしないように指導する。

●クラスの他の児童生徒に食物アレルギーの特性を理解させ、強要したり、勧めたりしないように指導
　する。

レベル３
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２　学校給食以外における対応
（１） 学校生活での留意点（学校給食以外）
　食物アレルギーを有する児童生徒の学校生活を安心・安全なものにするためには、学校給食以外にも配慮する

ことが大切です。特に学校における次の活動は、一般的にアレルギー症状を引き起こしやすい原因と密接に関係

するため、注意する必要があります。

　微量の摂取・摂食により発症する児童生徒は、食べるだけでなく、「吸い込む」ことや「触れる」ことなど、

ごく少量の原因物質でも発症の原因になることを踏まえ、次のような活動には十分配慮する必要がある。

◆調理実習　◆牛乳パックの洗浄　◆小麦粘土を使った図工授業

◆ソバ打ち体験授業　◆節分行事における豆まき（落花生等）

◆遠足等（おかずやおやつの交換）　◆学校祭・文化祭（模擬店等）

・ 運動前４時間以内は原因食品の摂取を避ける。

・ 原因食品を食べた場合、以後４時間の運動は避ける。

・ 保護者と相談して運動を管理する必要がある。

・ 宿泊先で重症の発作や重篤な症状が出現した場合を想定して、搬送する医療機関等を事前に把握する。

・ 主治医からの紹介状を用意する。

・ 少しでも発作の兆候があったら早めに教職員に伝えるよう指導する。

・ 児童生徒にどのようなアレルギー疾患があるか、及び当該児童生徒が持参している救急治療薬に関する

情報を引率教職員全体で共有する。

・ 事前に宿泊先等と連絡を取り、食事内容について確認し、配慮を要請する。

① 食物・食材を扱う授業・活動

② 運動（食物依存性運動誘発アナフィラキシー）

③ 宿泊を伴う校外活動

Ⅲ
学
校
に
お
け
る
対
応
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（２） 食物アレルギーに関する指導
　食物アレルギーを有する児童生徒が安全で安心な楽しい学校生活を送るためには、アレルギーを有する児童生

徒の状況について、他の児童生徒からも理解が得られるよう配慮することが重要です。

　そのため、保護者の意向やプライバシーに配慮しながら、アレルギーの有無に関わらず、児童生徒の発達の段

階に合わせて、食物アレルギーに関する内容を指導する必要があります。

① 食物アレルギーを有する児童生徒への指導

　食物アレルギーを有する児童生徒のアレルギー症状の発症を防ぐためには、原因食品を摂取しないよう常に配慮
することが第一の対策となる。
　そのため学校においても、児童生徒の理解度や発達の段階に応じた食に関する指導、保健指導、生活指導等を
行い、自己管理能力を育成することが大切である。

指　導　内　容

ア　食に関する指導

・原因食品を食べる（接触を含む。）と体に異常な反応が出ることを理解すること。
・食品表示等を参照し、原因食品を自分で避けることができること。
・学校給食の献立に使用されている食品を調べて、食べない、または量を加減するといっ
た自分の健康状況に応じた摂取の仕方ができること。

イ　保健指導
    （発症時の対応）

    （体調管理）

・誤って原因食品を飲食し、気分が悪くなったり、かゆみ等の症状が出た場合には、直ち
に周囲の人に知らせることができること。

・緊急時処方箋（内服薬、吸入薬、「エピペン®」等）について、管理方法や使用方法など正
しく理解し、自己管理ができること。
・生活の仕方、ストレスなどが症状に関係する場合には、規則正しい生活習慣やストレス
の対処方法等を理解すること。

ウ　生活指導 ・友だちから勧められた時に、きちんと断り、その理由も説明できること。

【留意事項】
・食物アレルギーを有する児童生徒の成長と発達を正しく評価し、栄養を適切に摂取するための食事についてのア
ドバイスや精神面でのサポートを行う。

・指導を行う際には、アレルギーの症状や発達の段階に合わせ、必要に応じて主治医の指導や助言を受けながら行
うこと。
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　食物アレルギーに関する指導を行う際には、食に関する指導の全体計画に位置付け、教職員全体で共通理解

を図る必要がある。

〈食に関する指導の全体計画の改善事例～A小学校～〉

② 食物アレルギーに関する指導の全体計画への位置付け
 

 

   食物アレルギーに関する指導を行う際には、食に関する指導の全体計画に位置付け、教職員全体で共通理

解を図る必要がある。 

 ＜食に関する指導の全体計画の改善事例～A 小学校～＞ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

各学年の食に関する指導の目標 
低学年 中学年 高学年 

○食べ物に興味関心をもつ 
○好き嫌いせずに食べよう
とする 

○いろいろな食べ物の名前
が分かる 

 
 

○楽しく食事をすることが心身の健
康に大切なことが分かる 

○健康に過ごすことを意識して、い
ろいろな食べ物を好き嫌いせずに
食べようとする 

○衛生的に給食の準備や食事、後片
付けができる 

○楽しく食事をすることが、人と人とのつながり
を深め、豊かな食生活につながることが分かる 

○食事が体に及ぼす影響や食品をバランスよく組
み合わせて食べることの大切さを理解し、一食
分の食事が考えられる 

○食品の衛生に気を付けて、簡単な調理をするこ
とができる 

※食物アレルギーの指導を含む内容★ 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

 

 

特

別

活

動 

 

 

学級活動：○

及び

給食の時間 

食に関する

指導◎ 

給食指導● 
 

 

低

学

年 

○給食の約束★、歯を大切に 
◎給食を知ろう 
●仲良く食べよう★ 

○夏休みの健康 
◎食べ物の名前を知ろう★ 
●楽しく食べよう 

○健康な生活習慣 
◎食べ物に関心をもとう 
●食べ物を大切にしよう 

○風邪の予防、成長を振り返ろう
◎食べ物について振り返ろう 
●給食の反省をしよう★ 

中

学

年 

○給食の約束★、歯を大切に 
◎食品について知ろう 
●給食のきまりを覚えよう★ 

○夏休みの健康、運動と健康 
◎食べ物の働きを知ろう★ 
●食事の環境について考えよう

○健康な生活習慣 
◎食べ物の３つの働きを知ろう 
●食べ物を大切にしよう 

○風邪の予防、成長を振り返ろう
◎食生活を見直そう 
●給食の反省をしよう★ 

高

学

年 

○安全に気を付けた給食準備★ 
◎食べ物の働きについて知ろう 
●楽しい給食時間にしよう★ 

○夏休みの健康、運動と健康 
◎季節の食べ物について知ろう 
●食事の環境について考えよう 

○健康な生活習慣 
◎食べ物と健康について知ろう★ 
●感謝して食べよう 

○風邪の予防、成長を振り返ろう
◎食生活について考えよう 
●１年間の給食を振り返ろう★ 

全校一

斉指導 

◎ふれあい交流ランチ（なかよくなろう） 
◎じょうぶな歯をつくろう 
●予約給食★ 

◎ふれあい交流ランチ（楽しく食べよう） ◎ふれあい交流ランチ 
◎主食の大切さを知ろう 
●予約給食★ 

◎ふれあい交流ランチ 
◎季節を味わおう 
●リクエスト給食・予約給食★

学校行事 ・発育測定 ・遠足 ・運動会 
・食育月間 ・通学合宿 

・修学旅行 
・個人懇談 ・夏休み 

・学習発表会 ・個人懇談 
・冬休み 

・学校給食週間 
・スキー学習 

児童会 ・ふれあいスタートの会 ・ふれあい当番活動 ・児童フェスティバル ・ふれあい感謝の会 

 １ 年 ２ 年 ３ 年 ４ 年 ５ 年 ６ 年 

関

連

す

る

教

科 

 

社会 
  ・私の町みんなの町

・見直そう私たちのくらし
・調べよう物を作る仕事

・私たちのくらしと土地の様子
・健康なくらしとまちづくり
・昔のくらしとまちづくり

・食料生産を支える人々 
・住みよいくらしと環境 

・大昔の人々のくらし
・戦争から平和への歩み
・日本とつながりの深い国々

理科 
  ・植物の体のつくりや育ち方

・こん虫の食べものや
すみかを調べよう 

・季節と生き物
・人の体のつくりと運動

・種子の発芽・成長・結実 
・動物の誕生 

・人の体のつくりとはたらき
・植物の体のつくりとはたらき

（ジャガイモとインゲンを育てよう） 
・生き物と環境 

生活 
・みんなだいすき 
・やさいをそだてよう

・できるようになったよ
・おいしいやさいになあれ
・はっけん、わたしの
町 

 

家庭 
  ・はじめてみようクッキング 

・元気な毎日と食べ物★ 
・じょうずに使おう物
やお金（買い物のしかたを考えよう★） 

・くふうしよう朝の生活★
・くふうしよう楽しい食事★

体育 
  ・毎日の生活と健康 ・育ちゆく体とわたし ・病気の予防★

道    徳 
 

１ 主として自分自身に関すること 
２ 主として他の人とのかかわりに関すること 
３ 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること 
４ 主として集団や社会とのかかわりに関すること 

【低】【中】【高】 （１） 
【低】【中】 （１、４） 【高】 （１、５） 
【低】【中】【高】 （１、２） 
【低】（２、３、５）【中】（２、３、５、６）【高】（１、４、５、７、８）

総合的な学習の時間   ・むかしの食事 ・ふるさとを食べよう ・豆豆大作戦 ・ホリデーランチをつくろう

家庭・地域との連携 学校だより、食育だより、給食だより、保健だより、学校給食試食会、家庭教育学級、講演会、公民館活動 

地場産物活用方針 地元の食材を積極的に取り入れるとともに、地場産物に対する興味関心が高まる指導を充実する。 

食物アレルギ
ーの対応方針
及び取組 

・アレルギー調査（新1年生は就学時検診、２～６年生は２月）により食物アレルギーを有する児童を把握する。 
・学校生活管理指導表に基づき保護者との個別面談を実施し、アレルギー対応委員会で個別の取組プランの検討・評価を行う。 
・食物アレルギーの有無に関わらず、食物アレルギーを正しく理解させるため、給食の時間や関連する教科等における食に関する指導の充実を図る。 
・教職員の食物アレルギーに対する正しい理解と緊急時の体制整備を図るため、⒋月と10月に校内研修会を実施する。 

個別相談指導
の方針 

・食物アレルギーを有する児童及び保護者を対象に、学校給食のアレルギー対応、適切な栄養摂取を促すための食事のアドバイスなどを行う。
・教育相談の期間（７月・２月）に希望する保護者を対象に、肥満・痩身傾向、偏食など食生活に関わる問題について助言を行う。 

   

教育目標 

○健康で思いやりのある子 
○進んで学びよく考えて行動する子 
○きまりを守り最後までやりぬく子 

食 に 関 す る 指 導 の 目 標 

① 食事の重要性、食事の喜び、楽しさの理解をする 
② 心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解し、自ら管理していく能力を身に付ける

③ 正しい知識・情報に基づいて、食物の品質及び安全性等について自ら判断できる能力を身に付ける 
④ 食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々に感謝する心を育む 
⑤ 食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける 
⑥ 各地域の産物、食文化や食に関わる歴史等を理解し、尊重する心をもつ 

【児童の実態】 
・食事量に個人差があり、給

食の残量が多い 
・食物アレルギーを有する児

童が１０名おり、うち２名

がエピペン○Ｒを携帯してい

る。 
【保護者・地域の実態】 
・健康な体づくりや食への意

識が高まり、実践につなげ

ようとする家庭が増えて

いる。 

学習指導要領
食育基本法 
食育推進基本計画 
北海道及びＡ市の基本方針 等 

幼稚園・
保育所で
は早寝・
早起き・
朝ごはん
の大切さ
を指導 

朝食をし
っかりと
食べるな
ど、望まし
い食習慣
について
中学校と
連携 

～事例のポイント～ 

Ａ小学校では、アレルギーの有無に関係なく、食物アレルギー

を正しく理解させ、アレルギーを有する児童が他の児童と同じよ

うに給食を楽しめるよう、既存の全体計画に、 

・児童の実態の欄に食物アレルギーを有する児童の状況等を付記

・食物アレルギーに触れながら指導する内容を★により整理 

・食物アレルギーへの対応方針の欄を新たに設定 

するなどの改善を加え、学校全体で教職員の共通理解のもと、

適切な食に関する指導が進められるよう工夫している。 

 

② 食物アレルギーに関する指導の全体計画への位置付け 

Ⅲ
学
校
に
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（３） 校内研修
　食物アレルギーを有する児童生徒について、教職員が正しく理解して情報を共有するとともに、誰もが緊急時

に適切に対応できるよう、校内研修を実施して備える必要があります。

ア　食物アレルギーの基本的な知識の理解

（研修例）

・食物アレルギーについて（定義・頻度・原因・症状・治療）

・アナフィラキシーショックについて（定義・頻度・原因・症状・治療）

・年度始め（学校給食を実施している場合は給食開始まで）に必ず教職員全員の共通理解を図る。

・校外行事や宿泊を伴う行事の前など必要に応じて研修を実施する。

イ　校内及び関係機関との連携体制の構築

（研修例）

・幼稚園、保育所、小学校、中学校等、異なる学校段階での連携の在り方

・該当する児童生徒に対する個別指導の在り方

 （症状の重い児童生徒に対する支援の重点化）

 （家庭と連携して食べてよいもの、よくないもの等についての指導）

・管理指導表や食物アレルギーを有する児童生徒に対する「取組プラン」について

ウ　日常生活での配慮事項

（研修例）

・給食での対応

・給食以外での対応

・該当する児童生徒以外の児童生徒に対する説明及び協力の在り方

 （食育の授業等の活用）

エ　緊急時の対応

（研修例）

・発症時の症状と対応の仕方（教職員の役割分担）

・緊急対応訓練（シミュレーション研修、消防機関や医療機関との連携）

・「エピペン®」使用の法的解釈

・「エピペン®」の保持者と保管場所の確認

・「エピペン®」の使い方の実技研修

・発症後の児童生徒の心のケアの方策

① 校内研修のポイント

② 研修時期
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Ⅳ 緊急時の対応

　食物アレルギー等、アレルギー症状への対応に当たっては、特定の教員に任せずに、学校全体で組織的に対応

することが重要です。

　こうしたことから、次に示す「アレルギー症状への対応の手順」などを参考に、学校の状況に応じた実践可能な

マニュアルを作成するなどして、緊急時の対応について整備する必要があります。

アレルギー
症状がある
（食物の関与

が疑われる）

原因食品を
食べた

（可能性を含む）

原因食品に
触れた

（可能性を含む）

発見者が行うこと
①児童生徒から目を離さない、一人にしない。
②助けを呼び、人を集めるとともに、学校生活管理
指導表を持ってくるよう指示する。

③エピペン®と内服薬を持ってくるよう指示する。

（1）  学校内での役割分担　→ P27

【アレルギー症状】
全身の症状 呼吸器の症状
•意識がない •声がかすれる
•意識もうろう •犬が吠えるような咳
•ぐったり •のどや胸が締め付けられる
•尿や便を漏らす •咳
•脈が触れにくい •息がしにくい
•唇や爪が青白い •ゼーゼー、ヒューヒュー

消化器の症状 皮膚の症状
•腹痛 •かゆみ
•吐き気、おう吐 •じんま疹
•下痢 •赤くなる

顔面・目・口・鼻の症状
•顔面の腫れ
•目のかゆみや充血、まぶたの腫れ
•くしゃみ、鼻水、鼻づまり
•口の中の違和感、唇の腫れ緊急性が高いアレルギー症状はあるか？

５分以内に判断する

（2）  緊急性の判断と対応（2）-1　→ Ｐ28

緊急性が高いアレルギー症状への対応
①直ちにエピペン®を使用する。

②①と同時に救急車を要請する（119番通報）。

③その場で安静にさせる。ＡＥＤを準備する。
④その場で救急隊を待つ。
⑤可能なら内服薬を飲ませる。

　　エピペン®が２本以上ある場合

　　 呼吸がなく
　　 反応がない

　　　　　　　　　　　　　　呼吸がなく
　　　　　　　　　　　　　　反応がない

（2）  緊急性の判断と対応（2）-2　→ Ｐ28

（3）  エピペン®の使い方　→ Ｐ29

（4）  救急要請（119番通報）　→ Ｐ30

エピペン®を使用し10～
15分後に症状の改善が
見られない場合、次のエ
ピペン®を使用する。

（3）  エピペン®の使い方
　　　　　　　→ Ｐ29心肺蘇生を行う

（5）  心肺蘇生とＡＥＤの手順
　　　　　　　 → Ｐ31

な　いあ　る

内服薬を飲ませる

保健室又は、安静にできる場
所へ移動する

継続して注意深く症状を観察
し、症状チェックシートに従
い、判断し対応する。
緊急性の高いアレルギー症状
の出現時には特に注意する。

（6）  症状チェックシート
　　　　　　　　→ Ｐ32

アレルギー症状への対応の手順

Ⅳ
緊
急
時
の
対
応
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（1） 学校内での役割分担
Point

・各々の役割分担を確認し、事前にシミュレーションを行う。
・学校生活管理指導表やエピペン®、内服薬、ＡＥＤ等が確実に使用できるよう保管場所を確
認しておく。

□ 現場に到着次第、リーダーとなる
□ それぞれの役割の確認及び状況に応じた指示
□ エピペン®の使用又は介助
□ 心肺蘇生やＡＥＤの使用

□ 児童生徒から離れず観察
□ 助けを呼び、人を集める（大声又は、他の児童生徒に呼びに行かせる）
□ 教員・職員Ａ、Ｂに「準備」「連絡」を依頼
□ 管理者が到着するまでリーダー代行となる
□ エピペン®の使用又は介助
□ 薬の内服介助
□ 心肺蘇生やＡＥＤの使用

□ 各学校の緊急時対応マニュアル、
管理指導表を持ってくる

□ エピペン®の準備
□ ＡＥＤの準備
□ 内服薬の準備
□ エピペン®の使用又は介助
□ 心肺蘇生やＡＥＤの使用

□ 救急車を要請する（119番通報）
□ 管理者を呼ぶ
□ 保護者への連絡
□ さらに人を集める（校内放送）
□ 必要に応じ主治医に連絡

□ 観察を開始した時刻を記録
□ エピペン®を使用した時刻を記録
□ 内服薬を飲んだ時刻を記録
□ 継続して症状を記録

□ 他の児童生徒への対応
□ 救急車の誘導
□ エピペン®の使用又は介助
□ 心肺蘇生やＡＥＤの使用

管理・監督者（校長など）

教員・職員Ａ「準備」 教員・職員Ｂ「連絡」

教員・職員Ｃ「記録」 教員・職員Ｄ～Ｆ「その他」

発見者「観察」
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（2） 緊急性の判断と対応
Point ・アレルギー症状があったら、５分以内に判断する。

・迷ったらエピペン®を打ち、直ちに119番通報をする。

【全身の症状】
□ ぐったり
□ 意識もうろう
□ 尿や便を漏らす
□ 脈が触れにくい又は不規則
□ 唇や爪が青白い

【呼吸器の症状】
□ のどや胸が締め付けられる
□ 声がかすれる
□ 犬が吠えるような咳
□ 息がしにくい
□ 持続する強い咳き込み
□ ゼーゼーする呼吸
　 （ぜん息発作と区別できない場合を含む）

【消化器の症状】
□ 持続する強い（がまんできない）
お腹の痛み

□ 繰り返し吐き続ける

安静を保つ体位

① 直ちにエピペン®を使用する。
　　　　　　⇨

② ①と同時に救急車を要請する（119番通報）。
　　　　　　⇨

③ その場で安静にさせる（下記の体位を参照）。
　 立たせたり、歩かせたりしない。ＡＥＤを準備する。
④ その場で救急隊を待つ。
⑤ 可能なら内服薬を飲ませる。
■ エピペン®を使用し、10～15分後に症状の改善が見られな
い場合は、次のエピペン®を使用する（２本以上ある場合）。

■ 反応がなく、呼吸がなければ心肺蘇生を行う。　　　　　⇨

（3）  エピペン®の使い方　→ Ｐ29

（4）  救急要請（119番通報）　→ Ｐ30

（5）  心肺蘇生とＡＥＤの手順　→ Ｐ31

ぐったり、意識もうろうの場合

　血圧が低下している可
能性があるため、仰向けで
足を15～30cm高くする。

吐き気、おう吐がある場合

　おう吐物による窒息を防
ぐため、体と顔を横に向け
る。

呼吸が苦しく仰向けになれない場合

　呼吸を楽にするため、上
半身を起こし、後ろに寄り
かからせる。※転倒に注意

内服薬を飲ませる。

　保健室又は、安静にできる場所へ
移動する。

継続して注意深く症状を観察し、症状
チェックシートに従い、判断し対応する。
緊急性の高いアレルギー症状の出現
時には特に注意する。

（6）  症状チェックシート　→ Ｐ32

※エピペン®や内服薬を処方されていない（持参していない）人への対応が必要な場合は、「エピペン®使用」や
　「内服薬を飲ませる」の項を飛ばして、次の項に進んで判断する。

1つでも当てはまる場合 ない場合

（2）－1 緊急性が高いアレルギー症状

（2）－２ 緊急性が高いアレルギー症状への対応

Ⅳ
緊
急
時
の
対
応
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（3） エピペン®の使い方
Point ・それぞれの動作を声に出し、確認しながら行う。

　介助者は、児童生徒の太ももの付け根と
膝をしっかり抑え、動かないようにする。

　ケースのカバーキャップを
開け、エピペン®を取り出す。

　オレンジ色のニードルカ
バーを下に向け、利き手で持
つ。
　“グー”で握る！

　青い安全キャップを外す。

　太ももの外側に、エピペン®の
先端（オレンジ色の部分）を軽く
当て、“カチッ”と音がするまで強
く押し当ててそのまま５つ数える。
注射した後、すぐに抜かない！
押しつけたまま５つ数える！

　エピペン®を太ももから離しオ
レンジ色のニードルカバーが伸
びているか確認する。
　伸びていない場合は、④に戻
る。

　打った部位を10秒間、
マッサージする。

•衣類の上から、打つことができる。
•太ももの付け根と膝の中央部で、かつ真ん
中（Ⓐ）よりやや外側に注射する。

【仰向けの場合】

【座位の場合】

① ケースから取り出す

② しっかり握る

③ 安全キャップを外す

④ 太ももの外側に注射する

⑤ 確認する

⑥ マッサージする

※ 介助者がいる場合

※ 注射する部位
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（4） 救急要請（119番通報）
Point ・あわてず、ゆっくり、正確に情報を伝える。

① 救急であることを伝える。

② 救急車に来てほしい住所を伝える。
　※学校名、住所をあらかじめ記載しておく。

（学校名）

（住　所）小学校
（学校名）です。

③ 「いつ、だれが、どうして、現在どのような状態
なのか」を分かる範囲で伝える。
※学校生活管理指導表に基づき、エピペン®
の処方やエピペン®の使用の有無を伝える。
※持病や主治医等について尋ねられること
もあるので、分かるようにしておくとよい。

７ 児童

※向かっている救急隊から、その後の状態確認等のため電話がかかってくることがある。
•通報時に伝えた連絡先の電話は、常につながるようにしておくこと。
•その際、救急隊が到着するまでの応急手当の方法などを必要に応じて聞くこと。

④ 通報している人の氏名と連絡先を伝える。
※119番通報後も連絡可能な電話番号を
伝える。
※救急車を誘導する職員を校門へ向かわせ
る。

Ⅳ
緊
急
時
の
対
応
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（5） 心肺蘇生とＡＥＤの手順
Point

・強く、速く、絶え間ない胸骨圧迫を行う。
・救急隊が引き継ぐまで、又は児童生徒に普段通りの呼吸や目的のある仕草が認められるま
で、心肺蘇生を続ける。

•肩を叩いて大声で呼びかける。
•幼児では足の裏を叩いて呼びかけ
る。

30：２（胸骨圧迫：人工呼吸）
•直ちに胸骨圧迫を開始する。
•人工呼吸の準備ができ次第、可能
なら人工呼吸を行う。

•10秒以内で胸とお腹の動きを見る。

•電源ボタンを押す。
•パッドを貼り、ＡＥＤの自動解析に従
う。

•119番通報とＡＥＤ
の手配を頼む。

普段通りの呼吸をしていない
※普段通りの呼吸をしているようなら、観
察を続けながら救急隊の到着を待つ

反応が
な　い

＊強く（胸の厚さの約１/３）
＊速く（少なくとも100回/分）
＊絶え間なく（中断を最小限にする）
＊圧迫する位置は「胸の真ん中」

【胸骨圧迫のポイント】

息を吹き込む際
＊約１秒かけて
＊胸の上がりが見える程度

【人工呼吸のポイント】

＊電極パッドを貼り付ける時も、で
きるだけ胸骨圧迫を継続する。
＊電極パッドを貼る位置が汗などで
濡れていたらタオル等で拭き取る。

＊６歳くらいまでは小児用電極パッ
ドを貼る、なければ、成人用電極
パッドで代用する。

【ＡＥＤ装着のポイント】

＊誰も児童生徒に触れていないこと
を確認したら、点滅しているショッ
クボタンを押す。

【ショックのポイント】

＊心電図解析中は、児童生徒に触れ
ないように周囲に声をかける。

【心電図解析のポイント】

※電極パッドの使用期限、バッテリーのチェックを定期的に行う。

① 反応の確認

③ 呼吸の確認

⑤ ＡＥＤのメッセージに従う

④ 必ず胸骨圧迫！　　　　　
　　　　　可能なら人工呼吸！

② 通報
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（6） 症状チェックシート
Point

・症状は、急激に変化することがあるため、継続して、注意深く症状を観察すること。
・　　　の症状が１つでも当てはまる場合、エピペン®を使用すること。
 （内服薬を飲んだ後にエピペン®を使用しても問題ない）

□ ぐったり
□ 意識もうろう
□ 尿や便を漏らす
□ 脈が触れにくい又は不規則
□ 唇や爪が青白い

全身の
症　状

□ のどや胸が締め付けられる
□ 声がかすれる
□ 犬が吠えるような咳
□ 息がしにくい
□ 持続する強い咳き込み
□ ゼーゼーする呼吸

□ 数回の軽い咳

呼吸器
の症状

□ 持続する強い（がまんできな
い）お腹の痛み

□ 繰り返し吐き続ける

□ 中等度のお腹の痛み
□ １～２回のおう吐
□ １～２回の下痢

□ 軽いお腹の痛み
　 （がまんできる）
□ 吐き気

消化器
の症状

□ 顔全体の腫れ
□ まぶたの腫れ

□ 目のかゆみ、充血
□ 口の中の違和感、唇の腫れ
□ くしゃみ、鼻水、鼻づまり

目・口・
鼻・顔面
の症状

□ 強いかゆみ
□ 全身に広がるじんま疹
□ 全身が真っ赤

□ 軽度のかゆみ
□ 数個のじんま疹
□ 部分的な赤み

皮膚の
症　状

①直ちにエピペン®を使用する。
②①と同時に救急車を要請す
る（119番通報）。
③その場で安静を保つ（立た
せたり、歩かせたりしない）。
ＡＥＤを準備する。
④その場で救急隊を待つ。
⑤可能なら内服薬を飲ませる。

直ちに救急車で
医療機関へ搬送

①内服薬を飲ませ、直ち
にエピペン®を準備する。
②速やかに医療機関を
受診する（救急車の要
請も考慮）。

③医療機関に到着する
まで、継続して症状の
変化を観察し、　　の
症状が１つでも当ては
まる場合、エピペン®を
使用する。
速やかに医療機関を受診

①内服薬を飲ませる。
②少なくとも１時間は継
続して症状の変化を
観察し、症状の改善
が見られない場合は、
医療機関を受診する。

安静にし、
注意深く経過観察（2）  緊急性の判断と対応（2）-2

　　　　　　　　　→ Ｐ28

上記の症状が
１つでも当てはまる場合

１つでも当てはまる場合 １つでも当てはまる場合

観察を開始した時刻（　　時　　分） 内服した時刻（　　時　　分）エピペン®を使用した時刻（　　時　　分）

対象児童生徒名

Ⅳ
緊
急
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の
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Ⅴ 様　式　（例）

　様式（例）については、学校給食における対応の流れに基づき、学校給食における食物アレルギーに対応する

際に必要となる各種様式を掲載しています。

　なお、この様式については、北海道教育委員会のホームページ等からダウンロードできますので、各学校及び

調理場の状況に応じて活用いただき、保護者、主治医、教職員等の共通理解のもと、適切な食物アレルギー対応

を進めてください。

参考資料
●「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

　（公益財団法人 日本学校保健会）

　http://www.gakkohoken.jp/uploads/books/photos/v00051v4d80367d6506f.pdf

● 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）活用のしおり

　http://www.gakkohoken.jp/uploads/books/photos/x00055x4d80367eea62a.pdf（保護者用）

　http://www.gakkohoken.jp/modules/books/index.php?fct=photo&p=56（教師用）

　http://www.gakkohoken.jp/uploads/books/photos/i00054i4d80367eb2a85.pdf（主治医用）
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名
前

男
・

女
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生
（

　
　

歳
）

表

★
保

護
者

 電
話

：

★
連

絡
医

療
機

関
 医

療
機

関
名

：

 電
話

：

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日 ㊞

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日 ㊞

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日 ㊞

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

学
校

　
　

年
　

　
組

提
出

日
 平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

学 校 生 活 管 理 指 導 表 （ ア レ ル ギ ー 疾 患 用 ）

気 管 支 ぜ ん 息 （ あ り ・ な し ）

Ａ
．
重
症
度
分
類
（
発
作
型
）

１
．

間
欠

型
２

．
軽

症
持

続
型

３
．

中
等

症
持

続
型

４
．

重
症

持
続

型

Ｂ
-１
．
長
期
管
理
薬
（
吸
入
薬
）

１
．

ス
テ

ロ
イ

ド
吸

入
薬

２
．

長
時

間
作

用
性

吸
入

ベ
ー

タ
刺

激
薬

３
．

吸
入

抗
ア

レ
ル

ギ
ー

薬
　

 （
「

イ
ン

タ
ー

ル
®」

）
４

．
そ

の
他

　
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

Ｂ
-２

．
長

期
管

理
薬

　
　

　
（

内
服

薬
・

貼
付

薬
）

１
．

テ
オ

フ
ィ

リ
ン

徐
放

製
剤

２
．

ロ
イ

コ
ト

リ
エ

ン
受

容
体

拮
抗

薬
３

．
ベ

ー
タ

刺
激

内
服

薬
・

貼
付

薬
４

．
そ

の
他

　
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

Ｃ
．

急
性

発
作

治
療

薬
１

．
ベ

ー
タ

刺
激

薬
吸

入
２

．
ベ

ー
タ

刺
激

薬
内

服

Ｄ
．

急
性

発
作

時
の

対
応

（
自

由
記

載
）

Ａ
．

運
動

（
体

育
・

部
活

動
等

）
１

．
管

理
不

要
２

．
保

護
者

と
相

談
し

決
定

３
．

強
い

運
動

は
不

可

Ｂ
．

動
物

と
の

接
触

や
ホ

コ
リ

等
の

舞
う

環
境

で
の

活
動

１
．

配
慮

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定
 

３
．

動
物

へ
の

ア
レ

ル
ギ

ー
が

強
い

た
め

不
可

 
　

　
　

動
物

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

Ｃ
．

宿
泊

を
伴

う
校

外
活

動
１

．
配

慮
不

要
２

．
保

護
者

と
相

談
し

決
定

Ｄ
．

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
（

自
由

記
載

）

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

（ あ り ・ な し ）

ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎

Ａ
．

重
症

度
の

め
や

す
（

厚
生

労
働

科
学

研
究

班
）

１
．

軽
症

：
面

積
に

関
わ

ら
ず

、
軽

度
の

皮
疹

の
み

み
ら

れ
る

。
　

２
．

中
等

症
：

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
が

体
表

面
積

の
10

％
未

満
に

み
ら

れ
る

。
３

．
重

症
：

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
が

体
表

面
積

の
10

％
以

上
、

30
％

未
満

に
み

ら
れ

る
。

４
．

最
重

症
：

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
が

体
表

面
積

の
30

％
以

上
に

み
ら

れ
る

。
＊

軽
度

の
皮

疹
：

軽
度

の
紅

斑
、

乾
燥

、
落

屑
主

体
の

病
変

＊
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

：
紅

斑
、

丘
疹

、
び

ら
ん

、
浸

潤
、

苔
癬

化
な

ど
を

伴
う

病
変

Ｂ
-１

．
常

用
す

る
外

用
薬

１
．

ス
テ

ロ
イ

ド
軟

膏
２

．
タ

ク
ロ

リ
ム

ス
軟

膏
　

 （
「

プ
ロ

ト
ピ

ッ
ク

®」
）

３
．

保
湿

剤
４

．
そ

の
他（

　
　

　
 　

　
  ）

Ｂ
-２

．
常

用
す

る
内

服
薬

１
．

抗
ヒ

ス
タ

ミ
ン

薬
２

．
そ

の
他

Ｃ
．

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

合
併

１
．

あ
り

２
．

な
し

Ａ
．

プ
ー

ル
指

導
及

び
長

時
間

の
　

　
紫

外
線

下
で

の
活

動
１

．
管

理
不

要
２

．
保

護
者

と
相

談
し

決
定

Ｂ
．

動
物

と
の

接
触

１
．

配
慮

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定
３

．
動

物
へ

の
ア

レ
ル

ギ
ー

が
強

い
た

め
不

可
　

　
動

物
名

Ｃ
．

発
汗

後
１

．
配

慮
不

要
２

．
保

護
者

と
相

談
し

決
定

３
．（

学
校

施
設

で
可

能
な

場
合

）
　

　
夏

季
シ

ャ
ワ

ー
浴

Ｄ
．

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
　

 （
自

由
記

載
）

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

（ あ り ・ な し ）

ア レ ル ギ ー 性 結 膜 炎

Ａ
．

病
型

１
．

通
年

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
結

膜
炎

２
．

季
節

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
結

膜
炎

（
花

粉
症

）
３

．
春

季
カ

タ
ル

４
．

ア
ト

ピ
ー

性
角

結
膜

炎
５

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

Ｂ
．

治
療

１
．

抗
ア

レ
ル

ギ
ー

点
眼

薬
２

．
ス

テ
ロ

イ
ド

点
眼

薬
３

．
免

疫
抑

制
点

眼
薬

４
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  ）

Ａ
．

プ
ー

ル
指

導
１

．
管

理
不

要
２

．
保

護
者

と
相

談
し

決
定

３
．

プ
ー

ル
へ

の
入

水
不

可

B
．

屋
外

活
動

１
．

管
理

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定

Ｃ
．

そ
の

他
の

配
慮

・
管

理
事

項
（

自
由

記
載

）

【 緊 急 時 連 絡 先 】

㈶ 日 本 学 校 保 健 会 作 成

143

143

143

143

Ⅴ
様　

式　
（
例
）
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［
診

断
根

拠
］

該
当

す
る

も
の

全
て

を
《

　
》

内
に

記
載

  ①
 明

ら
か

な
症

状
の

既
往

  ②
 食

物
負

荷
試

験
陽

性
  ③

 Ig
E抗

体
等

検
査

結
果

陽
性

●
学

校
に

お
け

る
日

常
の

取
り

組
み

及
び

緊
急

時
の

対
応

に
活

用
す

る
た

め
、

本
表

に
記

載
さ

れ
た

内
容

を
教

職
員

全
員

で
共

有
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
か

。
１

．
同

意
す

る
２

．
同

意
し

な
い

　
　

　
　

　
　

保
護

者
署

名
：

裏

★
保

護
者

 電
話

：

★
連

絡
医

療
機

関
 医

療
機

関
名

：

 電
話

：

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日 ㊞

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日

　
㊞

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

学 校 生 活 管 理 指 導 表 （ ア レ ル ギ ー 疾 患 用 ）

ア ナ フ ィ ラ キ シ ー （ あ り ・ な し ）

食 物 ア レ ル ギ ー （ あ り ・ な し ）

Ａ
．
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
病
型
（
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
あ
り
の
場
合
の
み
記
載
）

１
．

即
時

型
２

．
口

腔
ア

レ
ル

ギ
ー

症
候

群
３

．
食

物
依

存
性

運
動

誘
発

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

Ｂ
．
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
病
型
（
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
の
既
往
あ
り
の
場
合
の
み
記
載
）

１
．

食
物

（
原

因
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

２
．

食
物

依
存

性
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
３

．
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
４

．
昆

虫
５

．
医

薬
品

６
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

Ｃ
．
原
因
食
物
・
診
断
根
拠

　
　

該
当

す
る

食
品

の
番

号
に

○
を

し
、

か
つ

《
　

》
内

に
診

断
根

拠
を

記
載

１
．

鶏
卵

　
　

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
２

．
牛

乳
・

乳
製

品
 《

　
　

　
　

　
》

３
．

小
麦

　
　

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
４

．
ソ

バ
　

　
　

　
 《

　
　

　
　

　
》

５
．

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
　

 《
　

　
　

　
　

》
６

．
種

実
類

・
木

の
実

類
　

《
　

　
　

　
　

》
 （

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ）
７

．
甲

殻
類（

エ
ビ

・
カ

ニ
）《

　
　

　
　

　
》

８
．

果
物

類
　

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ）

９
．

魚
類

　
　

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ）

10
．

肉
類

　
　

　
　

《
　

　
　

　
　

》
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ）

11
．

そ
の

他
１

　
　

《
　

　
　

　
　

》
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ）

12
．

そ
の

他
２

　
　

《
　

　
　

　
　

》
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 ）

Ｄ
．
緊
急
時
に
備
え
た
処
方
薬

１
．

内
服

薬
（

抗
ヒ

ス
タ

ミ
ン

薬
、

ス
テ

ロ
イ

ド
薬

）
２

．
ア

ド
レ

ナ
リ

ン
自

己
注

射
薬

（
「

エ
ピ

ペ
ン

®」
）

３
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

Ａ
．
給
食

１
．

管
理

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定

Ｂ
．
食
物
・
食
材
を
扱
う
授
業
・
活
動

１
．

配
慮

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定

Ｃ
．
運
動
（
体
育
・
部
活
動
等
）

１
．

管
理

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定

Ｄ
．
宿
泊
を
伴
う
校
外
活
動

１
．

配
慮

不
要

２
．

食
事

や
イ

ベ
ン

ト
の

際
に

配
慮

が
必

要
Ｅ
．
そ
の
他
の
配
慮
・
管
理
事
項
（
自
由
記
載
）

病
型

・
治

療
学

校
生

活
上

の
留

意
点

（ あ り ・ な し ）

ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎

Ａ
．
病
型

１
．

通
年

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
鼻

炎

２
．

季
節

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
鼻

炎
（

花
粉

症
）

主
な

症
状

の
時

期
；

　
春

　
、

　
夏

　
、

　
秋

　
、

　
冬

Ｂ
．
治
療

１
．

抗
ヒ

ス
タ

ミ
ン

薬
・

抗
ア

レ
ル

ギ
ー

薬
（

内
服

）

２
．

鼻
噴

霧
用

ス
テ

ロ
イ

ド
薬

３
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

Ａ
．
屋
外
活
動

１
．

管
理

不
要

２
．

保
護

者
と

相
談

し
決

定
Ｂ
．
そ
の
他
の
配
慮
・
管
理
事
項
（
自
由
記
載
）

【 緊 急 時 連 絡 先 】

名
前

男
・

女
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生
（

　
　

歳
）

学
校

　
　

年
　

　
組

提
出

日
 平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

㈶ 日 本 学 校 保 健 会 作 成
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食物アレルギーに関する調査 

 

各質問について、該当する項目に◯を記入してください。 

 

質問１ 食物アレルギーはありますか。         

 （  ）ない 以上で終わりです。 

 （  ）ある 

 

 

「ある」に記入された場合、以下の質問にお答えください。 

 

質問２ 食物アレルギーの原因となる食品は何ですか。 

  

 

 

質問３ 今までどのような症状が出ましたか。 

 （  ）じんましん  

（  ）下痢  

（  ）吐き気 

（  ）口唇やのどなどのはれやかゆみ  

（  ）アナフィラキシーショック 

 （  ）その他   〔                    〕 

 

質問４ 現在、除去している食品はありますか？ 

 （  ）ある 食品名〔                    〕 

 （  ）ない  

 

質問５ 食品を除去しているのは医師の指示ですか。 

 （  ）医師の指示による 

 （  ）医師の指示ではなく、保護者の判断による 

 （  ）その他   〔                    〕 

 

質問６ エピペン®を処方されていますか。 

 （  ）いる 

 （  ）いない 

  

質問７ エピペン®以外で、アレルギーに関して学校に持参する必要のある薬がありますか。 

 （  ）ある 

 （  ）ない                       

 

質問８ 学校での食物アレルギーに対する対応を希望しますか。 

 （  ）希望する 

 （  ）希望しない               

     年     組    番 男・女 児童生徒氏名   

記入日 平成   年  月   日 保護者氏名  

Ⅴ
様　

式　
（
例
）
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面談票（教職員記入用）

 

質問１ 食物アレルギーを起こす原因食品、具体的な症状、症状が出る量、加熱による可食の有無につ

いて教えてください。 

    

質問２ 医療機関で検査・診断を受けていますか。 

（  ）受けた        〔 最終受診日   年   月        〕 

  ・かかりつけの病院名 〔                      〕 

  ・検査・診断方法   〔・血液検査 ・食物負荷試験 ・症状の既往  〕 

（  ）受けていない 

 

質問３ 家庭で、原因食品の除去をしていますか。 

（  ）医師の指示による除去 〔食品名                   〕  

（  ）保護者の判断による除去〔食品名                   〕 

（  ）除去していない 

  

質問４ アナフィラキシーショックの経験はありますか。 

（  ）ある     〔回数  回〕〔原因                       〕 

         〔具体的な症状                        〕 

（  ）ない 

 

質問５ 運動でアナフィラキシー症状を発症したことがありますか 

（  ）ある   〔食品との関連：  有 ・ 無  〕 

（  ）ない 

 

質問６ エピペン®を処方されていますか。 

 （  ）処方されている ➡ 

 

（  ）処方されていない 

 

年   組   番 男・女 児童生徒氏名  

(生年月日)平成   年   月   日生 保護者氏名  

 

面  談  日 面  談  参  加  者 

１回目 平成  年  月  日  

   管理指導表配付の有無       有     ・     無 

２回目 平成  年  月  日  

３回目 平成  年  月  日  

原因食品 具体的な症状 症状が出る量 加熱による可食の有無

(例)鶏卵 (例)湿疹が出る (例)揚げ物のつなぎ程度 × 

    

    

    

    

    

何本処方されていますか。（   本） 

どこに保管していますか。（  ）家庭で保管している。 

            （  ）本人が携帯している。 

            （  ）その他 
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問７ 現在アレルギー疾患の治療のために使用している薬について教えてください。 

（  ）ある  〔内服薬            〕〔吸入薬               〕 

       〔外服薬            〕〔注射薬               〕 

（  ）ない 

 

質問８ 学校に携帯を希望する薬はありますか 

（  ）ある  〔薬剤名            〕 

（  ）ない 

 

質問９ 児童生徒自身で薬剤の管理及び使用ができますか 

（  ）できる 

（  ）できない〔具体的な配慮方法：                         〕 

 

質問 10 学校給食での食物アレルギーに対する対応を希望しますか。 

（  ）希望する 

 （  ）希望しない 

 

質問 11 どのような学校給食の対応を希望しますか。 

（  ）毎月、詳細な献立表を希望する 

（  ）児童生徒が自分で除去する・・〔除去する食品                     〕 

（  ）弁当を持参する・・・・・・・〔完全弁当・一部弁当：                 〕 

（  ）除去食を希望する・・・・・・〔除去する食品                     〕 

（  ）代替食を希望する・・・・・・〔具体的な提供内容                   〕 

（  ）その他・・・・・・・・・・・〔                            〕 

 

質問 12 学校生活上の注意点や配慮することはありますか。 

 

 

（ア）食物・食材を扱う授業、クラブ・委員会活動・部活動 

 

（イ）運動（体育・部活動） 

 

（ウ）遠足・校外学習 

 

（エ）宿泊を伴う校外活動 

 

（オ）他の子どもたちに対する指導 

 

（カ）他の保護者に対する説明 

 

（キ）医療関係・消防機関への情報提供 

 

（ク）アレルギーの症状が出た時の対応 

 

（ケ）その他 

 

Ⅴ
様　

式　
（
例
）
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４ 学校給食における決定事項 注）人員や設備の充実度、作業ゾーンなどの状況に応じて対応を検討する。 
 

 
決定（ 年 月 日） 変更（ 年 月 日） 変更（ 年 月 日）

レベル１ 

詳細な献立表対応 

自分で除去する食品 

 

自分で除去する食品 

 

自分で除去する食品 

 

レベル２  一部弁当 弁当対応する食品 

 

弁当対応する食品 弁当対応する食品 

完全弁当    

レベル３（除去食対応） 除去食対応の食品 除去食対応の食品 除去食対応の食品 

レベル 4（代替食対応） 代替食対応の食品 代替食対応の食品 代替食対応の食品 

給食停止等 牛乳停止・パン停止 

めん停止・ごはん停止 

牛乳停止・パン停止 

めん停止・ごはん停止 

牛乳停止・パン停止 

めん停止・ごはん停止 

 

５ 学校生活における留意事項 

活動内容等  具体的な配慮と対応 

食物・食材を扱う授業・活動 微量の摂取・接触による発症防止について  

運動（体育・部活動） 運動誘発アナフィラキシー  

食物依存性運動誘発アナフィラキシー  

宿泊を伴う校外活動 事前に確認すること  

持参薬について  

緊急時に備えてのエ

ピペンⓇや持参薬につ

いて 

① エピペンⓇ 

（  有  無 ） 

② 持参薬 

（  有  無 ） 

 

 

 

保管場所 

 

保管場所 

 

 

 

６ 学校での様子～学校でアレルギーを発症した場合などを記録 

 年  月  日 年  月  日 年  月  日 

症状    

処置経過    

   

   

   

その他    

 

Ⅴ
様　

式　
（
例
）
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参　考

１　アレルギー疾患の現状
　平成26年４月に公益財団法人日本学校保健会が公表した「平成25年度学校生活における健康管理に関する

調査報告書」におけるアレルギー疾患の有病率等の状況は次の（1）、（2）のとおりです。

（１） 児童生徒のアレルギー疾患有病率
　【全国の状況】

　【北海道の状況】

・約10年間で、アトピー性皮膚炎を除き、すべてのアレルギー疾患における有病率が増加しており、特に食物

アレルギーは1.7倍に、アナフィラキシーは3.4倍に増加している。

《ぜん息》

　いずれの校種においても10年前と比

較すると増加しており、全国平均を上

回っている。

参　

考
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《アトピー性皮膚炎》

　いずれの校種においても10年前と比較

すると減少しており、中・高等学校におい

て全国平均を上回っている。

《アレルギー性鼻炎》

　いずれの校種においても10年前と比較

すると増加しているが、小・中学校におい

て全国平均を下回っている。

《アレルギー性結膜炎》

　いずれの校種においても10年前と比較

すると増加しているが、小・中学校におい

て全国平均を下回っている。

《エピペン®保持者》

　北海道は、全国平

均と比較すると、小・

中学校おいてエピペ

ン保持者の割合が高

い。

（２） エピペン®保持者
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２　北海道における特別支援学校の状況
　平成26年２月に北海道教育委員会が道内の特別支援学校を対象とし、独自に実施した「平成25年度食物ア

レルギーを有する児童生徒への対応調査」における食物アレルギー疾患の有病率等の状況は次のとおりです。

・特別支援学校については、平成25年度に北海道教育委員会がはじめて調査したため、経年変化などについて

分析していない。

・幼稚部については、対象人数が少数のためデーターを掲載していない。

参　

考
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消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品に関する表示について」

（平成25年９月20日付 消食表第257号）

アレルギー物質を含む食品に関する表示指導要領（抜粋）

第１ アレルギー物質を含む食品に関する表示の基準

１ 表示の概要

（1）食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度

から勘案して表示する必要性の高い食品（以下「特定原材料」という。）を食品衛生法第19

条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成23年内閣府令第45号。以下「表

示基準府令」という。）別表第４に掲げ、これらを含む加工食品については、表示基準府令

に定めるところにより当該特定原材料を含む旨を記載しなければならない。

ただし、乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品に係る表示は、３(3)に示す

とおり、食品衛生法第19条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とす

る食品の表示の基準に関する内閣府令（平成23年内閣府令第46号。以下「乳等表示基準府令」

という。）に定めるところにより行うものである。

２ 表示の対象

(1)特定原材料

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度

から勘案して表示する必要性の高いものを表示基準府令において特定原材料として定め、次

の７品目の表示を義務付けている。

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

(2)特定原材料に準ずるもの

食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、症例数や重篤な症状

を呈する者の数が継続して相当数みられるが、特定原材料に比べると少ないものを特定原材

料に準ずるものとして、次の20品目を原材料として含む加工食品については、当該食品を原材

料として含む旨を可能な限り表示するよう努めることとする。

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、

ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、

ゼラチン

(3)特定原材料等の範囲

特定原材料及び特定原材料に準ずる（以下「特定原材料等」という。）の範囲は、原則と

して、別表１のとおり、日本標準商品分類の番号で指定されている範囲のものを指す。また、

乳には、生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳は含まれない。
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◯全児童生徒に配布する給食だよりの献立表

９／１ ９／２ ９／３ ９／４ ９／５
チンジャオロース丼 ゆかりごはん 五目ごはん ごはん
みそ汁（じゃがいも） みそ汁(ほうれんそう） みそ汁(なめこ） けんちん汁
みずなときゅうりのツナあえ ちくわの二色揚げ 野菜添え 生揚げの卵とじ おかかさんま

大根と鶏肉の煮物 果物（なし） おひたし
果物（みかん）

牛　乳 牛　乳 牛　乳 牛　乳 牛　乳
795kcal 　31.3g 839kcal 　34.6g 834kcal 　31g 771kcal 　32.9g 844kcal 　35.6g
９／８ ９／９ ９／１０ ９／１１ ９／１２
ごはん あんかけ焼きそば しらす枝豆ごはん ごはん チキンライス
わかめとたまごのスープ ひじきサラダ すまし汁（豆腐） みそ汁（キャベツ） コーンクリームスープ
豚肉のキムチ炒め 果物（メロン） 筑前煮 焼き魚（ほっけ）大根おろし添え 豆サラダ
きのこと小松菜のサラダ 酢みそあえ 南瓜のそぼろ煮

牛　乳 牛　乳 牛　乳 牛　乳 牛　乳
763kcal 　34.9g 823kcal 　30.2g 792kcal 　33g 828kcal 　33.7g 864kcal 　30.5g

　　　　　　　学校給食の詳細な献立表　（例）　　　　　　　　

茄子とミートのスパゲティ

グリーンサラダ

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

◯食物アレルギー対応が必要な児童生徒に配布する予定献立表

月曜日

中高
正味
重量

　　　ｇ

206.00

普通牛乳 206.00

253.20

こめ　水稲穀粒　精白米 85.00

米粒麦 10.00

豚もも肉スライス 50.00

みりん　本みりん 2.50

北海道丸大豆醤油 2.00

でん粉(馬鈴薯特選一等) 1.50

なたねサラダ油 2.00

青ピーマン　生 30.00

国内産たけの子　(縦割り) 25.00

にんじん　皮つき 28.00

しょうが　生 1.00

にんにく　 生 1.00

なたねサラダ油 2.00

三温糖(カラメル抜き) 2.00

北海道丸大豆醤油 3.00

清酒　上撰 2.00

ごま油 1.00

豆板醤 0.20

かき油 4.00

ごま　いり 1.00

水  

209.00

じゃがいも　     塊茎、生 40.00

カットわかめ（鳴門産） 1.00

たまねぎ　   生 15.00

道産大豆みそ(白) 11.00

昆布だし 1.00

煮干しだし 1.00

水 140.00

51.00

みずな（きょうな）生 20.00

きゅうり　    生 10.00

まぐろ缶詰　油漬、ホワイト 20.00

北海道丸大豆醤油 1.00

９月１日（月）
中高

正味
重量

　　　ｇ

206.00

普通牛乳 206.00

105.00

こめ　水稲穀粒　精白米 105.00

255.80

木綿豆腐 40.00

ごま油 0.50

なたねサラダ油 0.50

ごぼう　 生 8.00

だいこん 15.00

にんじん　皮つき 15.00

しいたけ 10.00

根深ねぎ葉、軟白、生 10.00

清酒　上撰 1.00

なたね油 0.30

北海道丸大豆醤油 3.00

食塩 0.50

昆布だし 1.00

煮干しだし 1.00

水 150.00

90.00

新おかかさんま(味噌風味) 90.00

63.50

こまつな  生 30.00

りょくとうもやし　 生 30.00

北海道丸大豆醤油 2.50

ふりかけ用本かつお 1.00

９月５日（金）

※注）
加工食品は
毎回使用す
るごとに 、
業者から原
材料の配合
表を取り寄
せて確認す
るとともに 、
別添資料と
して提供す
る。

食品番号＊ 原材料名 ％ 原材料
有・不分別
・無 ＊2

10174 さんま 75.6 日本、他

17044 みそ 7.6 日本、他 大豆 無

03004 砂糖（三温糖） 7.3 日本、他

16025 みりん 4.9 日本、他

06103 しょうがペースト 0.7 日本、中国、他

10092 かつお削りぶし 0.5 日本、他

05018 ごま 0.5 中国、南米、他

14005 植物油 φ 日本、他 大豆 不分別

水 2.9

ごま

大豆

大豆

原料配合（％） アレルギー物質 遺伝子組換え産  地
（国名及び地域名） 該当原材料名

参　

考



─ 49 ─

学校給食調理従事者研修マニュアル（平成24年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課）



─ 50 ─

学校給食調理従事者研修マニュアル（平成24年3月文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課）

参　

考



─ 51 ─



─ 52 ─

参　

考



─ 53 ─



─ 54 ─

参　

考



─ 55 ─



─ 56 ─

参　

考



─ 57 ─



─ 58 ─

参　

考



─ 59 ─



─ 60 ─

参　

考



─ 61 ─



─ 62 ─

参　

考



─ 63 ─

参考・引用資料

●「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

　（財団法人日本学校保健会　平成20年）

●「学校給食における食物アレルギー対応のための手引き」

　（愛知県教育委員会　平成22年３月）

●「学校における食物アレルギー対応マニュアル」

　（群馬県教育委員会　平成25年９月）

●「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」

　（東京都　平成25年７月）

●「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」

　（千葉県教育委員会　平成25年11月）

●「学校におけるアレルギー疾患マニュアル」　

　（兵庫県教育委員会　平成25年３月）

●「学校における食物アレルギー対応の手引き」

　（茨城県教育委員会　平成26年３月）

●「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」

　（札幌市教育委員会　平成20年８月　平成22年9月一部改訂）
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　本書は、北海道教育委員会の附属機関である北海道学校保健審議会に設置した食物アレルギー分科会の御

協力を得て作成しました。

北海道学校保健審議会食物アレルギー分科会名簿
（敬称略、五十音順）

区分 氏　　　名 所　　属　　等

委員長 後　藤　　　哲 北海道北広島西高等学校 校長（北海道高等学校長協会）

委員

新　井　弘　通 札幌市立元町北小学校 校長（北海道小学校長会）

北　村　泰　子 北海道札幌西高等学校 養護教諭（北海道養護教員会）

鈴　木　正　昭 北海道高等聾学校 校長（北海道特別支援学校長会）

反　橋　那知子 札幌市立手稲鉄北小学校 栄養教諭（北海道学校給食研究協議会）

藤　原　秀　俊 医療法人秀友会札幌秀友会病院理事長（公益財団法人北海道学校保健会）

本　田　　　亨 小樽市立望洋台中学校 校長（北海道中学校長会）

山　廣　伸　幸 小樽市学校給食センター 副所長（北海道学校給食研究協議会）

アドバイザー

鈴　木　　　靖 北海道消防学校 主任講師

三　戸　和　昭 医療法人社団清田小児科医院 院長（一般社団法人北海道医師会）

義　達　謙太郎 北海道総務部危機対策課　主幹

学校における食物アレルギー対応の進め方

　　作成●北海道教育委員会

　　協力●公益財団法人北海道学校給食会

　　印刷●平成26年11月
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